
 

 

 

 

 

 

 

 

平素よりひとかたならぬご指導ご鞭撻を賜りまして、厚くお礼申し上げます。 

この度、フェンタニル貼付剤である弊社製品デュロテップ®MT パッチを他人に譲

渡した事例が報告されました。 

本剤は医療用麻薬であり、医療機関から処方または薬局から調剤された患者様本

人のみが使用できるものです。したがって、患者様が本剤をご家族または他人に渡

すこと、それを相手方が受け取ること、または使用することは、麻薬及び向精神薬

取締法違反となり、双方が厳しく処罰されます。 

本剤を処方または調剤される際には、患者用説明書（デュロテップ®MT

パッチを使うときの注意）をお渡しいただくとともに、患者様に以下の

3 つの注意事項を徹底していただくよう宜しくお願い申し上げます。 

 

医療用麻薬の取扱い注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊麻薬及び向精神薬取締法 

 

 

今後とも、本剤の適正使用にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

なお、患者用説明書（デュロテップ®MT パッチを使うときの注意）は製品にも封入してお

りますが、ご必要の際は、弊社ウェブサイトからダウンロードしていただくか、もしくは弊

社医薬情報担当者にお申し付けください。 

 

 

 

 

1. デュロテップ®MT パッチは「医療用麻薬」であること。  
 

2. 他人はもとより、ご家族であっても譲渡できないこと。譲渡する

ことは麻薬取締法＊で厳しく規制されていること。 
 

3. 使わずに余ったデュロテップ®MTパッチは安全に廃棄するため医

療機関・薬局に必ず返却すること。 
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患者様に対する医療用麻薬の取扱い注意徹底のお願い 
 



 

 

 

患者用説明書（抜粋）と医療用麻薬の取扱い注意事項の位置 
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